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コロナ下における外国人DV被害者への対応に関する研究
―政府や自治体ウェブサイトの多言語情報の提供を中心に―

秦 天

⚑．はじめに

本研究の目的は、コロナ下における外国人の
DV被害者に対して、日本の政府や自治体のウェ
ブサイトが提供している多言語情報と DV 関連
情報を整理し、公的機関による情報発信の実態と
課題を検討する。
在日外国人の場合、在留資格に基づく問題や、
言語および習慣の違いに基づく問題など、外国人
DV被害者には日本人被害者とは異なる特徴があ
り、問題が深刻化しやすい傾向にあることが明ら
かとなっている（斎藤 2013）。さらに、コロナ下
において、DV問題が顕在化し、かつ深刻化して
おり、DV被害者への対応の課題も複雑になって
いる。被害者への対応について、外国人DV被害
者をめぐる制度が進められていることや、職務関
係者に対する研修や通訳者の配置、多言語情報の
作成などが展開されていることが指摘され、イン
ターネット経路という情報収集の手段の重要性も
議論された（移住連 2011）。ただし、多くの外国
人DV被害者にとって、既存の情報は提供されて
いてもうまく利用できず、支援を求めることが難
しい状況が続いている（李 2004）。今までの研究
では、具体的にどのような多言語情報とDV関連
情報が掲示されているか、政府や自治体のウェブ
サイトによるインターネット経路を中心に、その
実態と課題について検討したものは少なかったと
いえる。
そこで、本研究の目的は、コロナ下における外
国人のDV被害者に対して、日本の政府や自治体
のウェブサイトなどのインターネット経路を中心
に、どのような多言語情報とDV関連情報が提供

されているか、海外の状況と日本とを比較しなが
ら、そこからの課題と示唆を検討することである。

⚒．先行研究

（⚑）外国人に対する情報発信
総務省では、2006 年には「多文化共生の推進に
関する研究会報告書～地域における多文化共生の
推進に向けて～」を発表し、はじめて「多文化共
生」というキーワードが使われ、「地域における情
報の多言語化」について言及し、インターネット
や携帯電話などの活用を含む「多様な言語、多様
なメディアによる行政・生活情報の提供」を今後
必要な取り組みとしている。また、2020 年の報告
書においては、「住民に提供される行政サービス
や履行しなければならない義務の内容、地域社会
で生活する上で必要となるルールや慣習、地域が
主催するイベント等について、多言語での情報提
供を行う」ことが自治体に求められる取り組みと
して、明記されている。それから、2021 年の「意
見書（概要）～共生社会の在り方及び中長期的な
課題について～」では、各種支援情報の伝達手段
と外国人が情報を入手する媒体のミスマッチ等に
より、必要とする支援に関する情報の不達」の課
題を提起し、「外国人に対する情報発信・外国人向
けの相談体制等の強化」を目指している。
さらに、外国人を対象とした調査から見ると、
日本に在住の外国人の情報収集手段について公的
機関のウェブサイトが期待されていることがわか
る。たとえば、東京都国際交流委員会（2018）の
調査では、生活情報の収集にどのようなメディア
を活用しているか尋ねたところ、半数以上が「日
本の公的機関のメディア」を参考にしていると回
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答し、役所の発行する生活ガイド、区報・市報、
役所のウェブサイトを挙げる回答が中心であっ
た。また、回答者に今後東京都や公的機関に期待
する情報発信手段を尋ねたところ、「ウェブサイ
ト」との回答も最多であった。そして、ウェブサ
イトなどインターネット経路という情報収集手段
の意義について議論する先行研究や調査報告があ
る。相談窓口や電話相談と異なり、時間を問わず
利用できるうえ、対人サービスを介さずに利用で
きることから、日本語の不得意な外国人も利用し
やすい（佐々木ら 2008：25）というように、DV
を受けた外国人もインターネットで法制や支援な
どの情報を検索することが予想される。
（⚒）外国人DV被害者に対する支援制度
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律（以下DV法）改正と新外国人在留制
度の導入という制度上の変化によって、外国人被
害者への対応と支援が変化してきた。DV 法の
2004 年第⚑次改正ではじめて国籍を問わず被害
者が保護・支援されることがDV法に明記されて
から、外国人DV被害女性の実態と支援のニーズ
がある程度知られるようになった。また、第⚒次
改正 DV 法が施行された 2008 年の「配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関
する基本的な方針」において、職務関係者が配慮
すべき「外国人等の人権の尊重」として、国籍や
在留資格の有無を問わずDV被害者がおり、人権
に配慮した職務執行が必要であることのほか、適
正な在留資格がない外国人に対しては、個々の事
情を勘案して、人道上適切に対応する努力が求め
られている。その後の第⚒次改正前後にも、外国
人 DV 被害者の在留資格などに関する入国管理
局や警察庁などからの通達が出されるなど、国に
よる施策が変化してきている（斎藤 2013）。その
ほか、民間団体の支援現場からも、移住女性が多
く居住する地域など一部では、外国人DV被害者
支援に関する自治体独自の先駆的、積極的な取組
みがみられ、民間団体との連携も進めながら、女
性たちが以前よりずっと公的支援を受けられるよ
うになってきていることが明らかになった（移住

連 2011：2-3）。
次に、DV問題における国、都道府県と市町村
の役割を整理する。長谷川（2018）によると、国
は基本方針を策定し指針を示す役割を担い、一方、
都道府県と市町村は基本計画を策定するなど、
DVに関する具体的な施策を実施する役割を担う
ことになる。なお、都道府県では基本計画の策定
が義務化され、市町村では努力義務となっている
（DV防止法第⚒条の⚓）。
（⚓）コロナ下におけるDV被害者の状況
新型コロナウイルスの大流行により、経済的、
社会的ストレスが増し、人との接触及び移動を制
限する施策が取られる中で、女性及び女児に対す
る暴力は世界的に増加し、DV被害の深刻化、相
談ニーズの増加がみられる。また、女性の非正規
雇用労働者の減少や自殺者数の増加など女性への
深刻な影響が明らかになった（コロナ下の女性へ
の影響と課題に関する研究会 2021：1-2）。DVを
受けた外国人女性にとって、支援情報を得ること
や、外部に支援を求めるといったような行動はよ
り難しくなっていると考えられる。
日本における動きについて、内閣府では新型コ
ロナウイルス感染拡大問題に起因して、生活不
安・ストレスから配偶者による暴力（DV）等の増
加・深刻化が懸念されたことをうけて緊急的に、
DV 被害者に対して「DV 相談＋」事業を開始し
た。そのほかには、DVを理由に避難している人
にかかわる特別定額給付金の問題について、国内
では注目され、世帯主でなくとも同伴者の分を含
めて特別定額給付金の申請・受け取りができるこ
とや、住民票所在地以外の市町村においてワクチ
ン接種を受けられるなどの措置が実施されるよう
になった。それにかかわる情報は、多くの自治体
ウェブサイトに掲載されている。
このように、これまでの先行研究においては、
日本の多言語サービスと外国人が自治体ウェブサ
イトによる多言語情報への期待、外国人DV被害
者に関する法制度の変化や外国人 DV 被害者の
脆弱性、コロナ下におけるDVなど女性に対する
暴力被害者の状況について議論してきたが、より
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複合的な困難を抱えているコロナ下における外国
人DV被害者に対して、自治体ウェブサイトには
どのような多言語情報および DV 関連情報が提
供されているか、今まで議論したものはほとんど
ないと考えられる。

⚓．研究の概要

（⚑）検討の範囲
本研究では、コロナ下における外国人のDV被
害者に注目して、政府や自治体の公式ウェブサイ
トでは、どのような多言語情報が提供されている
か、海外の状況と日本とを比較しながら、そこか
らの課題と示唆を検討することを目的としてい
る。自治体については、都道府県及び政令市を抽
出して、本研究の対象としている。また、本研究
の検討範囲は、大きく二つの枠に分けられる。一
つ目は、自治体の公式ウェブサイトの多言語化状
況について、主に宮田（2020）の「人手と機械翻
訳による多言語情報の提供状況」の分析を参考に、
ウェブサイトにおける DV 情報の提供状況を検
討する。二つ目は、提供されているDV多言語資
料がどのような内容に構成されているかを検討す
る。その情報提供の状況を明らかにするために
は、以下のような問題を中心に調査を行う。
問題①：日本の自治体ウェブサイトの全体では、
どの程度多言語化されているか
問題②：日本の自治体ウェブサイトでは、多言語
化の状況によって、どの程度外国語のDV情報ま
でアクセスできるか
問題③：日本の自治体ウェブサイトの全体では、
どの程度DV情報の専用ページがあるか、どのよ
うな内容が提供されているか、どの程度多言語化
されているか
問題④：海外および日本の政府・自治体ウェブサ
イトで掲示しているDV多言語資料では、どのよ
うな内容が提供されているか
（⚒）調査の手順と確認項目
この⚔つの問題を明らかにするために、日本の
政府（主に内閣府）と各自治体（都道府県と政令
市）の公式ウェブサイト、海外（イギリス、カナ

ダ、アメリカ）の政府の公式ウェブサイトにアク
セスした。
調査は⚘月から 11 月末までに行った。まず、
日本の内閣府と海外政府ウェブサイトにアクセス
し、国それぞれのウェブサイトの設置状況、内容
の構成、DV情報の提供状況を確認した。次に、
日本の都道府県と政令市のウェブサイトに一通り
アクセスし、その構成、多言語の提供方法、DV
情報ページの内容の全体像を確認した。そして、
多言語化と DV 情報に関する具体的な内容を項
目ごとに記録し、一覧表を作ったのちに、統計と
分析を実施した。各ウェブサイトは随時に更新さ
れる可能性が高いので、複数回の確認と内容の更
新を繰り返した。
前述した問題①について、日本の都道府県と政
令市の公式ウェブサイトにおいては、基本的には
トップページの一番上に「language」というリン
クがあり、そこをクリックすることによって、ウェ
ブサイト全体がそのまま該当する外国語版のペー
ジに翻訳されたり、自動翻訳サービスなどの多言
語情報を提示するページに入ったり、外国語別の
外国語専用ページに入ったりすることが一般的で
ある。
その具体的な調査の手順としては、各自治体の
ウェブサイトのトップページの上にある「lan-
guage」のリンクにアクセスし、外国語専用ペー
ジの有無、自動翻訳サービス（機械翻訳サービス）
の有無を確認した。外国語専用ページがある場
合、その対応外国語、リンク、主要情報、そして
DV情報までのアクセス状況を記録した。自動翻
訳サービス（機械翻訳サービス）がある場合、そ
の種類、対応外国語の種類と数、翻訳サービスを
通して外国語の DV 情報までアクセスできるか
どうか、日本語のDV関連情報のページを翻訳で
きるかどうか、などの情報を確認した。この作業
過程で、問題②についてもある程度調査した。
問題③に関しては、「DV情報の専用ページ」と
は、DVの定義・相談窓口など DVに関する総合
的な情報を同時掲載しているページのことを指し
ている。そのページにたどり着くには、日本語サ
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イトの深い階層に入ること、または「DV」「配偶
者暴力」「家庭内暴力」をキーワードとしてサイト
内で検索する操作が必要である。具体的な操作と
しては、まず、ウェブサイトのトップページから
サイトの各階層までクリックして該当ページを探
すこと、「DV」などをキーワードとしてサイト内
で検索することである。特に後者の場合は、「DV
情報の専用ページ」に該当するページに容易にた
どり着くことができた。
問題④においては、問題③の続きとして、多言
語資料がある場合はそれらをダウンロードし、具
体的な内容を確認した。日本の内閣府、都道府県
と政令市レベルの公式ウェブサイトを検索する以
外に、イギリス・カナダ・アメリカ政府の公式ウェ
ブサイトについても検索した。ここで言う多言語
資料は、DV情報を集める外国語版の冊子・パン
フレット・ハンドブックなどの形が多く、pdf ファ
イルのリンクとしてサイトに掲示されているのが
一般的である。そのような資料がある場合、ファ
イルを開けて内容を閲覧し、対応外国語・タイト
ル・出版日・主要内容などを項目ごとに記録した。

⚔．結果と考察

（⚑）日本の自治体ウェブサイトの多言語化状況
まず、「問題①：日本の自治体ウェブサイトの全
体では、どの程度多言語化されているか」につい
て確認する。表⚑は、都道府県と政令市のウェブ
サイト全体の、外国語の専用ページと自動翻訳
サービスの設置状況をまとめたものである。表⚒
は、ウェブサイトにおける提供外国語の数ごとに、
都道府県と政令市それぞれの外国語専用ページと
自動翻訳サービスの外国語の対応状況をまとめた
ものである。表⚓は、対応されている外国語の種
類ごとに、都道府県と政令市それぞれの外国語専
用ページと自動翻訳サービスの対応状況をまとめ
ている。

表⚑ 日本の自治体ウェブサイトの多言語化状況

多言語化状況 都道府県 政令市

外国語専用ページあり 27 14

自動翻訳サービスあり 40 17

外国語専用ページのみ 7 3

自動翻訳サービスのみ 20 6

両方あり 20 11

両方なし 0 0

計 47 20

表⚑によると、自治体公式ウェブサイトにおい
ては、都道府県も政令市も、全体的には何らかの
多言語情報に対応していることや、「両方あり」で
は都道府県 20 団体、政令市 11 団体であり、全体
の半分程度を示していることがわかる。また、自
動翻訳サービスについては、都道府県も政令市に
おいても、その提供が外国語専用ページより多い
ことが明らかになった。

表⚒ 対応外国語の数

自治体種別 都道府県（47） 政令市（20）

対応外国語
の数

外国語専
用ページ

自動翻訳
サービス

外国語専
用ページ

自動翻訳
サービス

1 1 0 2 0

2 1 0 0 0

3 7 8 0 4

4 6 5 2 1

5 4 9 2 1

6 3 6 4 1

7 2 4 1 3

8 1 1 1 1

9 2 0 2 0

10 以上 0 6 0 6

表⚒によると、都道府県と政令市を問わず、外
国語専用ページに関しては、⚓～⚖種の外国語を
対応している自治体が多く、10 以上の言語に対応
している自治体はない。これに対して、自動翻訳
サービスの対応外国語数は、同じく⚓～⚖種に達
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していることが多いが、10 以上の、多種多様な外
国語での情報を提供できている自治体もある程度
存在している。外国語専用ページについては人工
的に作成されたものに対して、自動翻訳サービス
は google 翻訳のような外部サイトを利用する場
合が多く、対応言語数も増えていると考えられる。

表⚓ 各言語に対応している自治体の数

自治種別 都道府県（47） 政令市（20）

外国語別
外国語専
用ページ
（27）

自動翻訳
サービス
（40）

外国語専
用ページ
（14）

自動翻訳
サービス
（17）

英語 27 35 14 17

中国語 25 36 12 17

韓国語 25 33 10 16

ポルトガル語 11 16 7 10

スペイン語 9 13 9 11

ベトナム語 8 19 7 10

フランス語 2 8 3 8

ロシア語 5 6 3 8

タイ語 5 8 2 9

タガログ語 3 8 6 6

インドネシア語 2 5 1 6

ネパール語 0 1 1 6

イタリア語 0 3 0 5

モンゴル語 1 1 0 4

マレー語 0 2 0 3

注：中国語については簡体字、繁体字を問わない。

表⚓は、各言語に対応している自治体の数を統
計したものである。ここで統計した外国語以外に
は、特に自動翻訳サービスの場合、数十種類、100
種類以上の外国語を対応している自治体（さいた
ま市、大阪市、広島市など）もあるが、それを全
部網羅して記録するのではなく、この調査では提
供率が高い外国語を抽出して統計分析に入れた。
ウェブサイトで外国語を対応している自治体の全
体には、都道府県と政令市を問わず、外国語専用
ページと自動翻訳サービスを問わず、英語・中国
語・韓国語が一番多く提供されている。そのほか
にも、ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語が

比較的に多く提供されている。多種多様な外国語
が対応されていることがわかる。
（⚒）自動翻訳サービスを通しての DV 情報まで

のアクセス状況
続いて、「問題②：日本の自治体ウェブサイトで
は、多言語化の状況によって、どの程度外国語の
DV情報までアクセスできるか」について、自動
翻訳サービスの提供を中心に調査結果を確認す
る。表⚔は、自動翻訳サービスの種類別に、提供
されている自治体の数をまとめたものである。表
5-1 と表 5-2 は自動翻訳サービスを利用して、中
国語版のページに翻訳する場合の DV 関連情報
までのアクセス状況をまとめたものである。

表⚔ 自動翻訳サービスを提供している自治体の数

種類 都道府県(47） 政令市(20）

google 翻訳 20 4

J-server Professional 7 7

表記していない 13 7

計 40 17
注：さいたま市は J-server Professional と google 翻訳サー
ビスを同時に設置している。

表⚔によると、自治体ウェブサイトが提供して
いる自動翻訳サービスについて、google 翻訳サー
ビスと J-server Professional 翻訳サービスの⚒種
類が明確に表記されている場合が多い。

表 5-1 翻訳されたホームページからDV関連情報ま
でアクセスできた自治体の数

アクセス状況 都道府県 政令市

アクセスできた 23 57.5％ 13 76.5％

アクセスできなかった 17 43.5％ 4 23.5％

計 40 17

表 5-1 は、自動翻訳サービスが提供されている
自治体のウェブサイトにアクセスして、自動翻訳
サービスを利用して中国語版のホームページに翻
訳し、そのページからDV関連情報までアクセス
できたかどうかを確認したものである。全体的に
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は、都道府県と政令市を問わず、アクセスできた
団体のほうが多いが、都道府県は⚖割弱、政令市
は⚘割弱に達していて、政令市ウェブサイトのほ
うがよりアクセスしやすいことがわかる。

表 5-2 クリック数

クリック数 都道府県 政令市

1 4 0

2 5 0

3 8 6

4 4 3

5 2 3

6 0 1

計 23 13

表 5-2 は、中国語に翻訳されたホームページか
らDV関連情報までアクセスできた場合の、アク
セスまでのクリック数をまとめたものである。都
道府県も政令市においても、ホームページから⚓
回のクリックで DV 関連情報にアクセスできた
自治体が最も多い。
ただ、筆者が操作した場合は、複数のウェブサ

イトに繰り返してアクセスしたことにより、一定
の経験を積み重ねたので、情報へのアクセスがよ
りしやすいと思われる。そのような経験や関連知
識を持っていない外国人が、DV関連情報のよう
に、ある特定の情報を入手することは、自分の母
語版のホームページを利用しても、複数回の検索
やクリックなどの操作が必要となり、より困難で
あると考えられる。
（⚓）DV 情報専用ページの提供内容と多言語化

の状況
それから、「問題③：日本の自治体ウェブサイト
の全体では、どの程度DV情報の専用ページがあ
るか、どのような内容が提供されているか、どの
程度多言語化されているか」について調査の結果
を確認する。本研究の調査を実施した時点では、
すべての都道府県と政令市の自治体ウェブサイト
で DV 情報の専用ページが設置されている。表
⚖は、各内容がどの程度自治体によって提供され
ているかをまとめたものである。
表⚖からみると、すべての都道府県と政令市の
公式ウェブサイトでは、DV情報の専用ページに
おいては「相談情報（窓口・機関・ホットライン
など」）が掲示されていることがわかる。都道府

表⚖ 各内容を掲示している自治体の数

項目別 都道府県（47） 政令市（20）

相談情報（窓口・機関・ホットラインなど） 47 100.00％ 20 100.00％

DVの定義・形態・特徴 26 55.30％ 18 90.00％

関連リンク（内閣府など） 26 55.30％ 9 45.00％

啓発資料（冊子・リーフレット・動画など） 15 31.90％ 5 25.00％

配偶者暴力防止基本計画 15 31.90％ 5 25.00％

法制度 14 29.80％ 6 30.00％

その他の関連機関 13 27.70％ 6 30.00％

関連運動 10 21.30％ 3 15.00％

デートDV 6 12.80％ 10 50.00％

コロナに関わるDV情報 6 12.80％ 1 5.00％

統計・調査・研究 5 10.60％ 2 10.00％

周りにDV被害者がいる時の行動 3 6.40％ 2 10.00％

逃げるための準備 2 4.30％ 3 15.00％
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県では、「DVの定義・形態・特徴」「関連リンク
（内閣府など）」について掲示する団体が⚕割程度
を占めていて、政令市ではその⚒つの項目以外に
「デート DV」について掲示する団体も半数に達
している。その他の内容については、都道府県と
政令市を問わず、いずれも⚑～⚓割の自治体が掲
示しており、特に大きな差が見えていないが、「コ
ロナに関わる DV 情報」「逃げるための準備」を
提供する団体が占める割合は、都道府県と政令市
にある程度差がある。
また、ここで注目したいのは、DV被害者の方
への新型コロナワクチン接種や特別定額給付金な
どの問題を含む「コロナに関わるDV情報」の提
供について、茨城県、栃木県、埼玉県、長野県、
徳島県、長崎県と岡山市のDV情報専用ページで
は明確に表記されている。ほかの自治体（都道府
県と政令市）のDV情報専用ページでは、コロナ
に関連する情報は、本調査では確認されていない。
こうしたコロナ関連の DV 問題にかかわる情報
提供の必要性を、多くの自治体が重視していると
は言えないだろう。
そして、DV情報専用ページの多言語化につい
て、主に外国語版のDV資料（冊子・リーフレッ
ト・パンフレットなど）に注目して、提供の有無
を確認したところ、都道府県においては埼玉県と
神奈川県、政令市では千葉市と京都市のサイトで

は、関連資料を確認できた。
（⚔）DV多言語資料の内容と特徴
最後に、「問題④：海外および日本の政府・自治
体ウェブサイトで掲示している DV 多言語資料
では、どのような内容が提供されているか」につ
いて、日本の内閣府・自治体公式ウェブサイトお
よびイギリス・カナダ・アメリカ政府公式ウェブ
サイトに提供されている DV 多言語資料の調査
結果を整理する。表⚗は、各多言語資料の発行年、
タイトル、提供外国語数などの基本状況をまとめ
たものである。表⚘は、各多言語資料の詳細な内
容をまとめたものである。
表⚗によると、掲示されている多言語資料につ
いて、発行年に関して、日本内閣府とアメリカ政
府、カナダ政府のものを除き、ここまで⚓年以内
に発行されたものが多く、比較的に新しいものが
多数を占めていることがわかる。
タイトルについては日本と海外によって違うと
ころがある。日本の場合は、内閣府、都道府県・
政令市を問わず、調査した時点まで提供されてい
る資料は、すべて「～被害者へ」「～暴力に悩むあ
なたへ」をタイトルにし、DVを受ける被害者の
目線に立って作成されており、資料の利用者が被
害者であることを想定していることがわかる。一
方、ここで調査した海外の資料については、その
ような指向性がないように見える。

表⚗ 多言語資料の基本状況

政府、自治体種別 発行年 タイトル 提供外国
語数

日本 内閣府 2008 配偶者からの暴力の被害者へ 8

都道府県 埼玉県 2020 ～DVのない社会に～なやんでいるあなたに 10

神奈川県 2021 夫やパートナーからの暴力に悩むあなたへ 8

政令市 千葉市 2018 配偶者・パートナーからの暴力に悩むあなたへ 5

京都市 2019 夫婦や恋人間の暴力に悩んでいるあなたへ 6

海外政府 イギリス 2020 家庭内暴力：助けを求めるには 15

カナダ 2012 虐待は悪い行為だ 10

アメリカ 不明 家庭内暴力の被害者である移民に米国内で与えられる
法的権利に関する情報と、結婚ビザによる移民に関する
諸事実

20
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そして、提供外国語数について、アメリカ政府
によるものが最も多く、20 種類まで達している。
具体的には、ここでは詳しく表記していないが、
いずれも英語や中国語を提供している。前述した
ように、その詳細内容の確認は、中国語版のもの
を中心に調査し、表⚘では項目別に内容の概要を
まとめた。
表⚘の結果から、項目別から見ると、「相談情報」
に関しては各資料で提供されていて、続いて多く
提供されているのは「DVの定義・形態・特徴」
「在留資格や移民情報」「法制度の説明」「一時保護
などその他の支援情報」となっており、一般的に
提供されている基本的な情報であると考えられ
る。
一方、ここで注目したいのは、まず「コロナと
DV問題」については、イギリス政府による資料
でしか提供されていない。この点について、コロ
ナ下において家に閉じ込められたり、外に助けを
求めるかどうかを迷ったりする状態にある女性が

多いと想定する（コロナ下の女性への影響と課題
に関する研究会 2021）と、それに関連する情報が
必要となっていると考えられるが、情報の提供が
不十分であり、あるいは資料の更新がされていな
いことがうかがえる。続いて、「暴力は犯罪」につ
いては、DVの場合は、その暴力が配偶者やカッ
プルのような親密な関係の間に発生し、いまだに
「夫婦げんか」としか捉えておらず、その暴力の本
質を認識していない人がいまだに存在するなかで
は、はっきりと「暴力は犯罪」と言明する必要が
あることによる情報提供の一環と考えられる。
続いて、「離れる時の準備」については、カナダ
政府による資料でしか提供されていない。DV被
害者にとっては、相談情報を見てから相談をして、
その時に離れるかどうかを判断したり、持ってい
く必要があるもののリストを確認したりすること
が可能であるが、なかなか相談に行けない人の存
在を考えると、「離れる時の準備」を含む、できる
だけ総合的で詳しい情報をあらかじめ提供するこ

表⚘ 多言語資料の詳細

NO. 項目別 内閣府
都道府県 政令市

イギリス カナダ アメリカ 計
埼玉県 神奈川県 千葉市 京都市

1 コロナとDV問題 ○ 1
2 暴力は犯罪 ○ ○ ○ 3
3 緊急時は警察を呼ぼう ○ ○ ○ ○ 4
4 法制度の説明 ○ ○ ○ ○ ○ 5
5 DVの定義・形態・特徴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
6 相談情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

7 一時保護などその他の支
援情報 ○ ○ ○ ○ ○ 5

8 在留資格や移民情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
9 加害者への処罰 ○ ○ 2
10 利用できる福祉制度 ○ ○ 2
11 離れる時の準備 ○ 1
12 DVと子ども ○ ○ ○ 3

13 子どもが相手に連れ去れ
る時に何をすべきか ○ 1

14
知り合いが DV を受け
たといわれる時に何をす
べきか

○ ○ 2

15 他人を傷つける可能性が
あると心配する場合 ○ 1

計 7 4 4 4 5 8 11 7

注：アメリカ政府による資料においては国際結婚仲介業者を規制する法律や人身販売問題などの内容についても紹介する
が、ここでは表記していない。
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とが必要であると考えられる。
さらに、「知り合いが DV を受けたと言われる
時に何をすべきか」の情報については、イギリス
とカナダ政府による資料にしか掲載されていない
ことがわかる。表⚗のところでも述べたように、
本調査で確認した日本の政府・自治体ウェブサイ
トに掲示されている外国語DV多言語資料は、主
に被害者を利用者として想定することにとどまっ
ている。被害者のまわりにいる人の行動も大切で
あるため、それに関連する正確な情報をより一般
に提供する必要があると思う。

⚕．おわりに

本研究では、コロナ下における外国人のDV被
害者に注目して、政府や自治体の公式ウェブサイ
トなどのインターネット経路を中心に、どのよう
な多言語情報が提供されているか、海外の状況と
日本とを比較しながら、そこからの課題と示唆を
検討することを目的としている。上記のような⚔
つの問題を軸にして、日本の自治体（都道府県と
政令市）の公式ウェブサイトおよびイギリス・カ
ナダ・アメリカ政府の公式ウェブサイトを対象に
して、外国語専用ページと自動翻訳サービスから
見る多言語化の状況、DV情報専用ページの状況、
DV 多言語資料の内容について、具体的な数量
データと項目別の内容分析に基づき、明らかにし
た。
その一方、本研究は、日本の自治体に関して、
都道府県と政令指定都市を分析対象としていて、
市町村などを含むすべての地方公共団体の公式
ウェブサイトを調査することはできず、日本の自
治体公式ウェブサイトの多言語情報の全体像をと
らえることはできなかった。また、本研究は政府
や自治体ウェブサイト多言語化の状況や DV 情
報、DV多言語資料の内容について分析を試みた
が、あくまでその傾向と特徴を把握することが中
心となり、たとえば公式ウェブサイトにおいて比
較的に先進的な取組を実践している自治体への分
析や、自治体個別に関する具体的な状況と課題に
ついての分析は実施できなかった。そして、今回

分析に含めた海外の多言語資料はイギリス・カナ
ダ・アメリカの政府公式ウェブサイトによるもの
にとどまっており、より多くの諸外国の状況につ
いては調査しておらず、国際的な比較分析は十分
ではなかったといえる。
今後、日本の市町村などを含むすべての地方公
共団体の公式ウェブサイトを継続的に把握し、多
言語情報の全体像をとらえる上で、自治体個別に
対する調査も実施する必要がある。また、諸外国
のDV対策を踏まえたうえで、アジア地域などを
含むより多くの国の状況を把握し、比較分析をす
ることを今後の課題とする。
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